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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向（Ｆ）に沿って連続して位置している２つの横方向溶着装置（１８，２０）を備
えている包装機械（１０）を用いて、物品（１－７）をプラスチック材料から作られてい
るフィルム（１６）により包装する方法において、
　複数のプッシャーを備えて、モータ（１４）により駆動されて前記縦方向（Ｆ）へ動く
コンベヤベルト（１２）上に複数の物品（１－７）を供給する段階と、
　これらの複数の物品（１－７）を適当な機構により引き離し、これにより、前記物品（
１－７）の各々とこの物品に続く他の物品との間を一定の間隔又はピッチとする段階と、
　包装しようとする前記物品（１－７）をラッピングするために用いられるフィルム（１
６）を、前記コンベヤベルト（１２）の前進方向（Ｆ）へ供給する段階と、
　前記フィルム（１６）を前記コンベヤベルト（１２）の前進方向（Ｆ）において縦方向
に溶着し、これにより、前記コンベヤベルト（１２）に沿って整列している複数の前記物
品（１－７）を包む管状の包装覆いを形成する段階と、
　前記縦方向（Ｆ）において第１の横方向溶着装置（１８）に関して下流に位置している
第２の横方向溶着装置（２０）のモータ（３８）及びオシレータ（４２）を駆動せしめ、
これにより、第１の物品（２）とこの第１の物品（２）に続く第２の物品（３）との間の
部分で前記フィルム（１６）を溶着すると共に分離する段階と、
　前記縦方向（Ｆ）において前記第２の横方向溶着装置（２０）に関して上流に位置して
いる前記第１の横方向溶着装置（１８）のモータ（３６）及びオシレータ（４０）を駆動
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せしめ、これにより、前記第２の物品（３）とこの第２の物品（３）に続く第３の物品（
４）との間の部分で前記フィルム（１６）を溶着すると共に分離する段階と、
　を包含し、
　前記第１及び第２の横方向溶着装置（１８，２０）の各々の前記モータ（３６，３８）
及び前記オシレータ（４０，４２）の回転率が、前記コンベヤベルト（１２）を前方へ動
かす前記モータ（１４）の回転率に関連して変化可能であることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記第１及び第２の横方向溶着装置（１８，２０）の各
々の前記モータ（３６，３８）の回転率が、前記コンベヤベルト（１２）を前方へ動かす
前記モータ（１４）の回転率の半分に定められていることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記第１及び第２の横方向溶着装置（１８，２０）の各
々の前記モータ（３６，３８）の回転率は、前記第１及び第２の横方向溶着装置（１８，
２０）の各々が溶着作業中であるときに、増大させられ、これにより、前記コンベヤベル
ト（１２）の平面に関しての、前記フィルム（１６）の起り得る縦方向動きを補償するよ
うにしたことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記第１及び第２の横方向溶着装置（１８，２０）の各
々の前記オシレータ（４０，４２）の回転率は、前記第１及び第２の横方向溶着装置（１
８，２０）が溶着作業中であるときに、増大させられることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記第１及び第２の横方向溶着装置（１８，２０）の各
々が前記コンベヤベルト（１２）に関して前記縦方向（Ｆ）へ移動することができること
を特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法において、前記第１及び第２の横方向溶着装置（１８，２０）の各
々の移動度が、包装しようとする物品（１－７）の長さ、及びこれらの物品（１－７）間
の間隔、すなわち包装ピッチに関連して変化可能であることを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品をプラスチック材料から作られているフィルムにより包装する方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　知られているように、例えば本、雑誌又は新聞紙のような編集製品は、個々に又は他の
同様な製品又は付属品と一緒に透明なフィルムにより包装され、これらのフィルムはポリ
エチレン、ＰＶＣ又は同種の材料から作られている。これは、編集製品を外的損傷から保
護するため、及び、いかなる場合でも、これらの編集製品が最終消費者により購入される
までの保管及びその後の輸送中における適切な保存を保証するためである。
【０００３】
　包装は、包装品を形成するフィルムが最良の可能な方法で製品に接触するように行わな
ければならない。これは、製品をできる限り保護するため、及び製品を購入者に快い審美
的な形で提供するためである。
【０００４】
　物品をプラスチック材料のフィルムにより包装する公知の機械は、通常、包装しようと
する物品又は製品をコンベヤベルトに供給するフィーダを包含する。コンベヤベルトが、
それから、製品を包装ステーションへ送り、包装ステーションにはフィルムが製品をラッ
ピングするために供給される。
【０００５】
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　そして、縦方向溶着装置が、最初に、フィルムをコンベヤベルトの長手方向の前進方向
に閉じることを行い、これにより、コンベヤベルト上に整列している複数の製品を包む管
状の包装覆いを形成する。最後に、横方向溶着装置が、各包装覆いを横方向に閉じること
を行うと共に、最終的に包装された製品を分離することを行い、これにより配布の準備を
する。
【０００６】
　幾つかの公知の型式の包装機械は２つの連続する横方向溶着ステーションを包含し、こ
れらの横方向溶着ステーションは交互に駆動されて、包装品の形成作業を促進せしめる。
この包装機械により行われる公知の包装方法に基づいて、コンベヤベルトの前進方向に関
して上流に位置している横方向溶着ステーションが最初に駆動されて、２つの隣接する製
品が一時的に存在している包装品を作る。その後、下流に位置している横方向溶着ステー
ションが駆動されて、２つの製品を互いに分離し、これにより、最終的な包装品を形成す
る。この型式の包装方法の幾つかの段階が、添付図面の図１に例示的な目的のために示さ
れている。
【０００７】
　しかしながら、この特定の包装方法により発生する欠点のひとつとして、次のことがあ
る。すなわち、第１の横方向溶着が行われているときに、２つの製品を一時的に包んでフ
ィルムの縦方向溶着がすでに先に行われている管状の包装覆いが引っ込むことである。
【０００８】
　コンベヤベルトの前進方向に関してのこの包装覆いの引っ込み状態は、添付図面の図２
に示した矢印により示されている。このような引っ込み状態は、包装覆いの横方向溶着（
特に、第１の加熱溶着に関しては、Ａでもって示されている）の弱さをもたらし、また、
フィルムを作っている材料の過剰な伸張をもたらし、その結果、不十分な抵抗を有する包
装品を形成せしめる。
【０００９】
　更に、ひとつの包装品に存在する２つの製品が互いに密接してもたらされ、すなわち、
コンベヤベルト上における２つの連続する製品間の予め定めた距離又はピッチＤを減少せ
しめることが起ったり、また、下流に位置している溶着ステーションにより行われる中間
の横方向溶着が弱く生じてしまう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、特に２つの横方向溶着ステーションを備えている包装機
械を使用して、物品をプラスチック材料のフィルムにより包装する方法であって、公知の
方法の問題を解決して、物品又は製品の良好な包装を危うくする弱い横方向溶着を除去す
ることができる方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、物品をプラスチック材料のフィルムにより包装する方法であって
、最少の変更でもって伝統的な包装機械に適用することができる方法を提供することにあ
る。
【００１２】
　本発明の更に他の目的は、物品をプラスチック材料のフィルムにより包装する方法であ
って、特別に簡単及び機能的であり、かつコストを減少させしめることができる方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明のこれらの目的は、次に述べるような、物品をプラスチック材料のフィルムによ
り包装する方法により達成される。
【００１４】
　すなわち、本発明によれば、



(4) JP 5137486 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

　縦方向に沿って連続して位置している２つの横方向溶着装置を備えている包装機械を用
いて、物品をプラスチック材料から作られているフィルムにより包装する方法において、
　複数のプッシャーを備えて、モータにより駆動されて前記縦方向へ動くコンベヤベルト
上に複数の物品を供給する段階と、
　これらの複数の物品を適当な機構により引き離し、これにより、前記物品の各々とこの
物品に続く他の物品との間を一定の間隔又はピッチとする段階と、
　包装しようとする前記物品をラッピングするために用いられるフィルムを、前記コンベ
ヤベルトの前進方向へ供給する段階と、
　前記フィルムを前記コンベヤベルトの前進方向において縦方向に溶着し、これにより、
前記コンベヤベルトに沿って整列している複数の前記物品を包む管状の包装覆いを形成す
る段階と、
　前記縦方向において第１の横方向溶着装置に関して下流に位置している第２の横方向溶
着装置のモータ及びオシレータを駆動せしめ、これにより、第１の物品とこの第１の物品
に続く第２の物品との間の部分で前記フィルムを溶着すると共に分離する段階と、
　前記縦方向において前記第２の横方向溶着装置に関して上流に位置している前記第１の
横方向溶着装置のモータ及びオシレータを駆動せしめ、これにより、前記第２の物品とこ
の第２の物品に続く第３の物品との間の部分で前記フィルムを溶着すると共に分離する段
階と、
　を包含し、
　前記第１及び第２の横方向溶着装置の各々の前記モータ及び前記オシレータの回転率が
、前記コンベヤベルトを前方へ動かす前記モータの回転率に関連して変化可能であること
を特徴とする方法が提供される。
【００１５】
　また、好適には、本発明は次のことを特徴とする。
【００１６】
　前記第１及び第２の横方向溶着装置の各々の前記モータの回転率は、前記コンベヤベル
トを前方へ動かす前記モータの回転率の半分に定められていることを特徴とする。
【００１７】
　前記第１及び第２の横方向溶着装置の各々の前記モータの回転率は、前記第１及び第２
の横方向溶着装置の各々が溶着作業中であるときに、増大させられ、これにより、前記コ
ンベヤベルトの平面に関しての、前記フィルムの起り得る縦方向動きを補償するようにし
たことを特徴とする。
【００１８】
　前記第１及び第２の横方向溶着装置の各々の前記オシレータの回転率は、前記第１及び
第２の横方向溶着装置が溶着作業中であるときに、増大させられることを特徴とする。
【００１９】
　前記第１及び第２の横方向溶着装置の各々は、前記コンベヤベルトに関して前記縦方向
へ移動することができることを特徴とする。
【００２０】
　前記第１及び第２の横方向溶着装置の各々の移動度は、包装しようとする物品の長さ、
及びこれらの物品間の間隔、すなわち包装ピッチに関連して変化可能であることを特徴と
する。
【００２１】
　本発明による、物品をプラスチック材料のフィルムにより包装する方法の特徴及び利点
は、添付図面を参照する、下記の例示的かつ非限定的な説明からよりいっそう明らかにな
るであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　特に図３Ａ及び図４Ａを参照するに、これらの図は符号１０により総括的に示されてい
る包装機械を概略的に示し、この包装機械によって本発明による、物品をプラスチック材
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料のフィルムにより包装する方法が実施される。
【００２３】
　包装しようとする物品は、最初の物品からその下流に位置する順番に番号１－７が付け
られている。これらの物品１－７は、複数のプッシャーを備えてモータ１４により駆動さ
れるコンベヤベルト１２（一部分のみが図示されている）上に供給される。このコンベヤ
ベルト１２は、矢印Ｆにより示されている方向へ動く。適当なロール及びカクンタロール
機構（図示せず）が複数の物品を互いに間隔を置くようにし、これにより、一定の間隔又
はピッチが各隣接する２つの物品間に存在する。
【００２４】
　包装しようとする物品１－７をラッピングするために用いられるプラスチック材料のフ
ィルム１６が、それから、コンベヤベルト１２の前進方向Ｆへ供給される。このフィルム
１６は、最初に縦方向に、すなわち、矢印Ｆの方向に溶着され、これにより、コンベヤベ
ルト１２に沿って整列した複数の物品１－７をラッピングする管状の包装覆いを形成する
。このようにラッピングされた物品１－７は、それから、横方向溶着ステーションに到達
する。この横方向溶着ステーションは、第１の横方向溶着装置１８と、この第１の横方向
溶着装置１８に関して矢印Ｆの方向において下流に位置している第２の横方向溶着装置２
０とを備えている。
【００２５】
　２つの横方向溶着装置１８及び２０の各々はそれぞれの対向するトロリー２２及び２４
に公知の方法で設けられている。トロリー２２及び２４はレール２６に沿って動くことが
でき、レール２６はコンベヤベルト１２に関して同軸であると共にコンベヤベルト１２の
下に配置されている。アンビル２８，３０が各トロリー２２，２４に設けられ、これらの
アンビル２８，３０はフィルム１６の溶着及び切断の作業中各横方向溶着装置１８，２０
の溶着ヘッド３２，３４の作動を逆にすることができる。
【００２６】
　モータ３６，３８及び関連するオシレータ４０，４２が、２つの横方向溶着装置１８及
び２０の各々と関連させられている。モータ３６及び３８の機能は、横方向横方向装置１
８，２０及びそれらの関連するトロリー２２，２４の動きを可能にすることにあり、これ
により、溶着ヘッド３２及び３４がフィルム１６の横方向溶着作業中２つの隣接する物品
１－７間のスペースに正確に一致して位置させられる。他方、カム機構の形に作られてい
るオシレータ４０及び４２は、物品１－７が位置させられている平面に関して、横方向溶
着装置１８，２０及びそれ故それらの溶着ヘッド３２，３４及びアニビル２８，３０を昇
降させることを可能にする。
【００２７】
　本発明によれば、特に図３Ａを参照するに、フィルム１６の横方向溶着作業中、コンベ
ヤベルト１２の前進方向Ｆにおいて横方向溶着装置１８に関して下流に位置している横方
向溶着装置２０が最初に駆動され、これにより、閉じ段階中物品２に関しての、溶着作用
により生じるフィルム１６の相対的滑りが、この物品２に先行している、すでに包装され
ている物品１の良好な溶着を危うくすることはない。
【００２８】
　下流の横方向溶着装置２０の駆動に続いて、この横方向溶着装置２０に関して上流の横
方向溶着装置１８が、それから、駆動され（図４Ａ）、これにより、物品２の閉じ作業中
に正面部がすでに溶着されている物品３の背面部の閉じを行う。この方法によれば、単一
の横方向溶着ステーションを備えている包装機械の場合のように、それぞれの物品が独立
して包装され、単一処理した物品をラッピングするフィルム１６の一部分の位置の変化は
ない。
【００２９】
　更に、図３Ｂ及び図４Ｂに示されているように、横方向溶着のとき、現在溶着作業中の
横方向溶着装置１８，２０のモータ３６，３８の回転率は、コンベヤベルト１２の平面に
関してのフィルム１６の起り得る縦方向動きを補償するために増大される。同じように、
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横方向溶着装置１８，２０に関連するオシレータ４０，４２の回転率も、これらのオシレ
ータ４０，４２が作動を始めるや否や増大される（図３Ｃ及び図４Ｃ）。
【００３０】
　本発明による横方向溶着方法に基づき、及び上述した速度増大を除いて、横方向溶着装
置１８，２０のモータ３６及び３８の回転率は、コンベヤベルト１２を前方へ動かすモー
タ１４の回転率の半分に定められる。
【００３１】
　包装しようとする物品１－７の長さに依存して、及び包装ピッチに関連して、トロリー
２２，２４の移動度及びそれ故横方向溶着装置１８，２０の総移動範囲を変えることを最
終的にすることができる。
【００３２】
　どんな場合においても、各横方向溶着装置１８，２０のモータ３６，３８を別々に駆動
せしめることができ、これにより、包装機械１０を、包装機械がひとつのみの溶着ステー
ションを備えている場合と同じように、用いることができる。
【００３３】
　したがって、本発明による、物品をプラスチック材料のフィルムにより包装する方法は
、上述した目的を達成することを分かることができるよう。なぜなら、溶着作業中のフィ
ルムの動きはすでに全体又は部分的に包装されている物品に影響することはなく、ただな
おも包装しようとする物品に影響する可能性があるにすぎず、したがって、均質の包装品
を特に強力な横方向溶着でもって得るために、必要な変更を包装機械に行うことができる
。
【００３４】
　以上述べた本発明による、物品をプラスチック材料のフィルムにより包装する方法は、
多くの変更及び変形をすることができるものであり、これらの変更及び変形のすべてが同
一の本発明の概念に含まれるものである。また、細部は技術的に等価な要素に変えること
ができる。実際に、使用される材料及びその大きさは、技術的要求にしたがって代えるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】２つの横方向溶着ステーションを備えている包装機械を使用して、物品をプラス
チック材料のフィルムにより包装する伝統的な方法の幾つかの段階を示す概要図である。
【図２】図１に示した横方向溶着段階のひとつを詳細に示す概略図である。
【図３Ａ】２つの横方向溶着ステーションを備えている包装機械を示す概要図であって、
この包装機械において、本発明による、物品をプラスチック材料のフィルムにより包装す
る方法の第１の段階が実施されている状態を示す。
【図３Ｂ】図３Ａに示した第１の包装段階と特別に関連する２つの横方向溶着ステーショ
ンと関連するモータの速度曲線を示す図である。
【図３Ｃ】図３Ａに示した第１の包装段階と特別に関連する２つの横方向溶着ステーショ
ンと関連するオシレータの速度曲線を示す図である。
【図４Ａ】２つの横方向溶着ステーションを備えている包装機械を示す概要図であって、
この包装機械において、本発明による、物品をプラスチック材料のフィルムにより包装す
る方法の第２の段階が実施されている状態を示す。
【図４Ｂ】図４Ａに示した第２の包装段階と特別に関連する２つの横方向溶着ステーショ
ンと関連するモータの速度曲線を示す図である。
【図４Ｃ】図４Ａに示した第２の包装段階と特別に関連する２つの横方向溶着ステーショ
ンと関連するオシレータの速度曲線を示す図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１－７　物品
　１０　包装機械
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　１２　コンベヤベルト
　１４　モータ
　１６　フィルム
　１８，２０　横方向溶着装置
　２２，２４　トロリー
　２６　レール
　２８，３０　アンビル
　３２，３４溶着ヘッド
　３６，３８　モータ
　４０，４２　オシレータ

【図１】 【図２】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図４Ｃ】



(9) JP 5137486 B2 2013.2.6

10

フロントページの続き

    審査官  佐野　健治

(56)参考文献  特開２００１－０４８１０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１６８８２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－２７５４２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５０－０２５９７１（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６５Ｂ　　５１／１０　　　　
              Ｂ６５Ｂ　　　９／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

